
 

 

○田川地区清掃施設組合臨時職員に関する規則 

平成 22年 3月 23日 

規則第 1号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号。以下「法」という。)第 22

条第 5項の規定に基づく臨時的任用の職員(以下「臨時職員」という。)に関し必要な事

項を定めるものとする。 

(任用) 

第 2条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、任用することができ

る。 

(1) 災害その他緊急を要する臨時の業務が発生した場合 

(2) 1年以内に廃止又は終了することが予想される臨時の業務が生じた場合 

(3) 田川地区清掃施設組合職員定数条例(昭和 58年条例第 4号)に規定する職員(以下

「正規職員」という。)を任命するまでの間、その正規職員の職を欠員にしておくこと

ができない場合 

(4) 正規職員の長期療養等により、業務の執行に支障がある場合 

(5) 前各号に掲げるもののほか、その職務の内容から臨時職員の任用が適当である場合 

2 臨時職員の任用は、その職務の遂行上必要な資格要件を有すると認められる者のうちか

ら選考により行う。 

(任用期間) 

第 3条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とする。 

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、その任用を 6月を超えない期間

で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。 

(任用の手続) 
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第 4条 課(課に相当する室を含む。)の長(以下「所属長」という。)は、新たに臨時職員

を任用する必要が生じた場合は任用を開始しようとする日の 14日前までに、臨時職員の

任用を更新する必要が生じた場合は任用を更新しようとする日の 20日前までに、臨時職

員任用(更新)申請書(様式第 1号)を事務局長に提出しなければならない。 

2 臨時職員の任用を決定したとき(更新を決定したときを含む。)は、当該臨時職員に辞令

(様式第 2号)を交付する。 

(賃金の種類) 

第 5条 臨時職員には、次の各号に掲げる種類の賃金を支給する。 

(1) 基本賃金 

(2) 時間外勤務割増賃金 

(3) 夜間勤務割増賃金 

(基本賃金) 

第 6条 基本賃金は、日額(半日額を含む。第 5項において同じ。)とする。ただし、組合

長が特に認めた職については、勤務 1回の額とすることができる。 

2 前項に規定する基本賃金の額は、その必要とする知識、経験、技術、職種及び勤務の特

殊性等を勘案して、別に定める。 

3 基本賃金は、賃金計算期間ごとの実勤務日数に応じて支給する。 

4 臨時職員に、遅刻、早退又は外出により勤務しない時間(第 10条第 1項に規定する有給

休暇を承認された時間を除く。)があった場合は、その勤務しない 1時間(賃金計算期間

ごとの総時間数に 30分以上 1時間未満の端数があるときは 1時間に切り上げ、30分未満

の端数があるときは切り捨てる。)につき、勤務 1時間当たりの基本賃金を減額する。 

5 勤務 1時間当たりの基本賃金は、日額又は勤務 1回の額をその者の 1日当たりの勤務時

間で除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てる。 

(割増賃金) 
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第 7条 第 5条第 2号及び第 3号に規定する割増賃金は、正規職員の時間外勤務手当及び

夜間勤務手当の例により計算する。 

(賃金の支給日等) 

第 8条 賃金計算期間は、月の 1日から末日までとする。 

2 賃金の支給は、賃金計算期間に係る分を翌月の 21日(日曜日、土曜日又は休日に当たる

ときは、21日前において 21日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。た

だし、特に必要があるときは、変更することができる。 

(勤務時間及び休日) 

第 9条 臨時職員の勤務時間及び休日は、正規職員の勤務時間及び休日の例による。 

(有給休暇) 

第 10条 臨時職員には、組合長が別に定める日数の有給休暇を与える。 

2 前項の規定による有給休暇の請求及び承認の決定は、正規職員の年次有給休暇の請求及

び承認の決定の例による。 

(服務) 

第 11条 臨時職員の服務は、正規職員の服務の例による。 

(被服等貸与) 

第 12条 臨時職員のうち田川地区清掃施設組合職員の被服等貸与規則(平成 14年規則第 1

号)別表に掲げる貸与を受ける職員と同様の業務に従事するものについては、正規職員の

例により被服等を貸与することができる。 

(旅費) 

第 13条 臨時職員(任用又は更新の際、管内及び管外出張をさせることについてあらかじ

め承認した者に限る。)が所属長の命令を得て管内又は管外に出張したときは、予算の範

囲内で管内出張旅費又は管外出張旅費を支給することができる。 
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2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、田川地区清掃施設組合職員旅費支

給条例(平成 13年条例第 8号)による。 

(社会保険等の適用) 

第 14条 臨時職員には、次に掲げる社会保険等を適用することができる。 

(1) 雇用保険法(昭和 49年法律第 116号) 

(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号) 

(3) 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号) 

(4) 介護保険法(平成 9年法律第 123号) 

(公務災害の補償) 

第 15条 臨時職員の公務上の災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和 22年法律

第 50号)又は田川地区清掃施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例(昭和 58年条例第 12号)に定めるところによる。 

(退職) 

第 16条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。 

(1) 第 3条の規定による任用期間が満了したとき。 

(2) 死亡したとき。 

(3) 次項の規定により、退職の願い出が承認されたとき。 

2 臨時職員が任用期間満了前に退職しようとするときは、退職する 20日前までに、所属

長を通じて書面をもって退職を願い出て、組合長の承認を得なければならない。 

(解雇) 

第 17条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して解雇すること

ができる。 

(1) 法第 28条第 1項の規定に該当するとき。 

 

file:///C:/Users/管理者/Desktop/reiki_int/reiki_honbun/u190RG00000026.html%23e000000153
file:///C:/Users/管理者/Desktop/reiki_int/reiki_honbun/u190RG00000048.html
file:///C:/Users/管理者/Desktop/reiki_int/reiki_honbun/u190RG00000048.html
file:///C:/Users/管理者/Desktop/reiki_int/reiki_honbun/u190RG00000038.html
file:///C:/Users/管理者/Desktop/reiki_int/reiki_honbun/u190RG00000038.html
file:///C:/Users/管理者/Desktop/reiki_int/reiki_honbun/u190RG00000026.html%23e000000192
file:///C:/Users/管理者/Desktop/reiki_int/reiki_honbun/u190RG00000026.html%23e000000041
file:///C:/Users/管理者/Desktop/reiki_int/reiki_honbun/u190RG00000026.html%23e000000203
file:///C:/Users/管理者/Desktop/reiki_int/reiki_honbun/u190RG00000026.html%23e000000213


 

 

(2) 法第 29条第 1項の規定に該当するとき。 

(3) 任用期間中に予定の業務が完了又は継続不能となったとき。 

2 前項の規定に基づき臨時職員を解雇しようとするときは、労働基準法(昭和 22年法律第

49号)第 20条の規定により解雇の予告をするものとする。この場合において、解雇の予

告は、書面をもってするものとする。 

3 前項の規定は、労働基準法第 20条第 1項ただし書並びに第 1項第 1号及び第 2号に該

当して解雇するときは適用しない。 

(補則) 

第 18条 この規則に定めるもののほか、臨時職員に関し必要な事項は、組合長が別に定め

る。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 22年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

(準備行為) 

2 第 4条第 1項の規定による手続及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この規則

の施行前においても行うことができる。 

(田川地区清掃施設組合臨時的任用職員に関する規則の廃止) 

3 田川地区清掃施設組合臨時的任用職員に関する規則(平成 13年規則第 11号)は、廃止す

る。 

(経過措置) 

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の田川地区清掃施設組合臨時

的任用職員に関する規則の規定によって任用された臨時職員が施行日以後に臨時職員と

して任用される場合の任用期間については、施行日前の任用期間はこの規則の規定によ

って任用された臨時職員の任用期間とみなし、当該臨時職員の任用期間に通算する。 

(田川地区清掃施設組合職員の職の設置に関する規則の一部改正) 
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5 田川地区清掃施設組合職員の職の設置に関する規則(平成 4年規則第 3号)の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう〕略 
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様式第 1号(第 4条関係)
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様式第 2号(第 4条関係)
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